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１ 作成の背景 

平成１８年８月に総務省より通知された「地方公共団体における行政改革の更なる推

進のための指針」において地方公会計改革として、発生主義の活用及び複式簿記の考え

方の導入を図り、貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書

の財務書類４表を整備するよう方針が通知されました。 

これを受け、公会計の整備の推進に取り組むこととし、平成２０年度決算から財務書

類を作成し、公表しています。 

 

２ 四條畷市の作成方針 

公表すべき財務書類の作成にあたっては、「基準モデル」と「総務省方式改訂モデル」

の２つの方式のうち、どちらかを選択し整備することとされており、両モデルの特徴を

比較検討し、「総務省方式改訂モデル」による財務書類４表を作成しました。 

「総務省方式改訂モデル」は、全ての固定資産を資産台帳に基づき公正価値により資

産評価を行う「基準モデル」に比べ、公有財産等の貸借対照表計上額に精緻さを欠くと

いう課題があるものの、既存の決算統計情報を活用して作成できるため、導入にあたっ

ては整備を進めやすいとされていることから、本方式を採用しています。 

 

３ 財務書類４表とは 

従来の地方公共団体の会計制度では、企業会計で採用する発生主義（取引の発生時点

で会計上認識する）ではなく、年度を単位とする現金主義が採用されており収入と支出

の差し引きを記録する単式簿記の方法であるため、所有する資産の減価償却など資産評

価等の記録は行われてきませんでした。そのため、市が所有する資産の価値が不明な状

態でした。 

新地方公会計制度導入により「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「純資産変動

計算書」、「資金収支計算書」の財務書類４表を作成することで、資産や負債情報を把

握でき、発生した経費を会計上含めることで、より効率的で長期的視野に立った行財政

運営を行うための指標となります。 

 

（１）貸借対照表（バランスシート） 

自治体が住民サービスを提供するために保有している資産と、その資産をどのよ

うな財源（負債・純資産）で賄ってきたかを対照表示した一覧表です。 

「負債」は将来返済しなければならない債務であり、次の世代が負担しなければ

いけない金額を示します。一方「純資産」は、これまでの世代が負担してきた金額

を示しています。 

財務書類（財務 4 表）とは 
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表左側の「資産」と、表右側の「負債」と「純資産」の合計が一致していること

から、バランスシートとも呼ばれています。 

 

（２）行政コスト計算書 

１年間の行政活動のうち、職員人件費、ごみの収集などの物件費、生活保護費な

どの社会保障給付といった資産形成に結びつかない行政サービスに係る費用と、そ

の行政サービスの直接の対価として得られた収益を対比させた財務書類です。 

 

（３）純資産変動計算書 

貸借対照表の純資産の部に計上されている各項目が１年間でどのように変動した

かを表している財務書類です。純資産の部は今までの世代が負担してきた部分です

ので、１年間で今までの世代が負担してきた部分が増えたのか減ったのかが分かる

ことになります。 

 

（４）資金収支計算書 

行政活動に伴う現金等の資金の流れの情報を、その性質に応じて「経常的収支の

部」、「公共資産整備収支の部」及び「投資・財務的収支の部」の３つに区分し、

表示した財務書類です。 

自治体のどのような活動に資金が必要とされ、それをどのように賄ったのかが分

かるとともに、現金をどのような性質の活動で獲得し、または使用しているのかを

読み取ることができます。 
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１ 財務書類の作成方法等 

（１）作成基準日 

① 貸借対照表 ～ 平成２８年３月３１日現在 

② 行政コスト計算書・純資産変動計算書・資金収支計算書 

～ 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの期間 

※出納整理期間中の収支については、基準日までに処理されたものとして反映し

ています。 

 （２）対象範囲 

普通会計 一般会計・土地取得特別会計 

 

≪普通会計≫ 

Ⅰ 貸借対照表 

＜ 資産の部 ＞ 

１ 公共資産 

（１）有形固定資産 

市が住民サービスのために使用する所有資産（動産・不動産等）を、決算統計の

普通建設事業費を取得原価として算定し、行政目的分野別に表示しています。 

他団体（民間団体等）へ支出した補助金等により形成された資産については算入

していません。（※１ 他団体及び民間への支出金により形成された資産欄に表示さ

れている額） 

（２）売却可能資産 

有形固定資産のうち現在行政目的として、使用されていない資産（遊休資産・未

利用資産）のうち、売却することで現金化することが可能と見込まれる資産となり

ます。 

 

【四條畷市の公共資産】 

四條畷市の有形固定資産は、５３８億２，０５２万４千円で資産全体の９１．５％を占

めています。 

有形固定資産を行政目的別に見てみると、道路や公園などの「生活インフラ・国土保全」

に係る分野が２３２億６９４万９千円と最も高い割合を占めており、次いで学校、文化教

育施設などの「教育」に係る分野が２３２億５１７万８千円、本庁舎や支所などの「総務」

が３８億８，５０１万７千円の順となっています。 

売却可能資産については、四條畷市が保有している有形固定資産のうち、次年度に売却

することが可能と見込まれる資産３億１，７００万円を計上しています。 

四條畷市財務諸表の解説 
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２ 投資等 

（１）投資及び出資金 

① 投資及び出資金 

市が公益上の必要な団体等へ投資または出資する額です。 

② 投資損失引当金 

投資、出資金のうち、将来的に回収できないと見込まれる額を引当計上します。 

（２）貸付金 

市が財政的援助として各種団体等へ貸付を行っている資金の残高ですが該当あり

ません。 

（３）基金等 

① 退職手当目的基金 

退職手当支払いに備えて積み立てている基金の残高です。 

② その他特定目的基金 

公共施設の整備、社会福祉の充実など特定の目的のために積み立てている基金の

残高です。 

③ 土地開発基金 

公益事業のために必要な土地を円滑な事業執行を図るため、あらかじめ取得する

ことを目的とした基金の残高ですが該当ありません。 

④ その他定額運用基金 

生活福祉資金貸付を運用するための基金の残高です。 

⑤ 退職手当組合積立金 

退職手当組合が保有する資産のうち当該自治体の資産相当額です。ただし、四條

畷市の場合、退職手当の支給に関する事務を単独で実施しているため該当ありませ

ん。 

（４）長期延滞債権 

市税や使用料、負担金等の前年度以前に調定した債権（滞納繰越）の未収額です。 

（５）回収不能見込額 

長期延滞債権のうち、翌年度以降に回収することが不能と見込まれる額です。 

 

【四條畷市の投資等】 

投資及び出資金は、１億１，８１９万４千円で資産全体の０．２％を占めています。 

主な出資先として、下水道事業会計７，０００万円、水道事業会計３，７００万円等が

あります。現在、回収不能と見込まれる投資、出資金はありません。 

基金等は、その他特定目的基金では公共施設整備基金９億１４０万６千円、福祉基金３

億１，１５１万５千円、緑化基金９，２３３万９千円、文化財愛護基金４，９２３万円と

なっています。その他定額運用基金は生活福祉資金貸付基金が該当します。 
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長期延滞債権は、３億２，６３８万９千円で資産全体の０．６％を占めています。この

うち市税が２億５８１万４千円で全体の６３．１％と、大きな割合を占めています。 

回収不能見込額は、基本的に過去５年の同種の債権ごとの不能欠損実績率を使用して算

出しており、９，３１０万９千円を見込んでいます。 

 

３ 流動資産 

（１）現金・預金 

① 財政調整基金 

財源を調整する基金として、大幅な減収や臨時的な支出などに備えて積み立てて

いる基金です。 

② 減債基金 

公債費の償還を計画的に行うための基金です。 

③ 歳計現金 

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支の黒字額です。 

（２） 未収金 

① 地方税 

市税の現年度調定分の債権の未収額です。 

② その他 

市税以外の現年度調定分の債権の未収額です。 

③ 回収不能見込額 

現年度調定分の債権のうち、将来的に回収することが不能と見込まれる額です。 

 

【四條畷市の流動資産】 

短期間のうちに現金化することが可能で債務の返済等に利用することができる資産を計

上しています。 

現金預金は、２１億７，８６６万６千円で資産全体の３．７％を占めています。 

歳計現金は、平成２７年度の歳入決算１９６億７，９０８万３千円から歳出決算１９１

億６，８０８万７千円を差し引いた５億１，０９９万６千円の黒字額を計上しています。 

未収金は、決算書の収入未済額のうち長期延滞債権へ計上した額を除き、市税とその他

に分けて計上しています。 

回収不能見込額は、基本的に過去５年の同種の債権ごとの不能欠損実績率を使用して算

出しており、１，９１０万４千円を見込んでいます。 
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＜ 負債の部 ＞ 

１ 固定負債 

（１）地方債 

有形固定資産を形成するため、市が発行した地方債の平成２７年度末残高から平

成２８年度元金償還予定額を差し引いた額です。 

（２）長期未払金 

① 物件の購入等 

② 債務保証又は損失補償 

③ その他 

債務負担行為で平成２８年度以降支払予定額（支払いが確定した債務）のうち、

平成２８年度支払予定額を差し引いた額ですが該当ありません。 

（３）退職手当引当金 

年度末に仮に特別職を含む全職員が一斉に普通退職した場合の引当額です。 

（４）損失補償等引当金 

市が補償した債務の負担見込額の引当額です。 

 

【四條畷市の固定負債】 

地方債のうち平成２９年度以降に償還する金額は１５０億７，５１１万８千円で負債・

純資産全体の２５．６％を占めています。次世代の負担抑制のため地方債の新規発行の抑

制により圧縮に努めています。 

退職手当引当金は１６億９，３４０万７千円で負債・純資産全体の２．９％を占めてい

ます。ただし、平成２８年度に支払予定の退職手当は流動負債に別途計上しています。 

 

２ 流動負債 

（１）翌年度償還予定地方債 

有形固定資産を形成するため、市が発行した地方債の平成２８年度元金償還予定

額です。 

（２）短期借入金（翌年度繰上充用金） 

平成２７年度決算において赤字決算となった場合、翌年度収入を繰り上げて赤字

を補てんした場合計上しますが該当ありません。 

（３）未払金 

債務負担行為のうち債務が確定し、平成２８年度に支出する予定額です。 

（４）翌年度支払予定退職手当 

平成２８年度の退職手当の支払予定額です。 

（５）賞与引当金 

平成２８年度に支給される賞与（平成２８年６月支給分）のうち平成２７年度に
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支給原因が発生した分を計上します。 

※ ６月賞与の支給原因は、１２月から５月までの６か月間の労働の対価のため、１２

月から３月までの期間相当分については、平成２７年度に発生した負債と認識します。 

このため、平成２８年６月支給予定の期末手当及び勤勉手当のうち、６分の４を計

上しています。 

 

【四條畷市の流動負債】 

地方債のうち平成２８年度に元金償還する金額は１５億８，１６４万４千円で、負債・

純資産全体の２．７％を占めています。 

平成２７年度の歳入歳出差引による決算額が５億１，０９９万６千円の黒字であったた

め、短期借入金（翌年度繰上充用金）については該当ありません。 

未払金は、１，８６６万９千円で負債・純資産全体の０．０３％を占めています。都市

再生機構立替施行割賦支払額８４９万７千円と基金借入金返還金１，０１７万２千円を計

上しています。 

 

＜ 純資産の部 ＞ 

１ 公共資産等整備国府補助金等 

住民サービスを提供するための財産を取得した際の財源のうち、国・府から受け入れ

た補助の額です。 

 

【四條畷市の公共資産等整備国府補助金等】 

住民サービスを提供するための財産を取得した財源のうち、国・府の補助金額は８０億

７，４８５万４千円で、負債・純資産全体の１３．７％を占めています。 

 

２ 公共資産等整備一般財源等 

住民サービスを提供するための財産を取得した際の財源のうち、公共資産等整備国・

府補助金等、地方債、債務負担行為以外の一般財源の額です。 

 

【四條畷市の公共資産等整備一般財源等】 

住民サービスを提供するための財産を取得した財源のうち、一般財源等は３９５億１，

４９３万２千円で、負債・純資産全体の６７．２％を占めています。 

 

３ その他一般財源等 

公共資産等以外の資産から、公共資産等整備財源以外の負債を差し引いた額で、翌年

度以降自由に使うことのできる財源となります。 

【四條畷市のその他一般財源等】 
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公共資産等以外の資産から、公共資産等整備財源以外の負債を差し引いた額は、△７１

億５，５２５万円となっており、翌年以降に使用できる財源の一部が７１億５，５２５万

円拘束されていることを示しています。 

これは、地方交付税の代替措置として発行が認められている臨時財政対策債や減税補て

ん債など資産形成を伴わない赤字地方債に対する備えや退職手当引当金に対する退職手当

基金が十分に蓄えられていないことが要因となっています。 

しかし、臨時財政対策債や減税補てん債に対する償還財源は、将来の地方交付税で財源

補償されているため、この収入で賄うことになります。 

 

４ 資産評価差額 

「売却可能資産」の取得価格と売却可能額との差額や公共資産の評価替によって変 

動した額です。 

 

【四條畷市の資産評価差額】 

平成２８年度予算において財産売払収入として計上している資産の取得価格と売却可能 

額との差額の２億２，４８９万６千円を計上しています。 

 

Ⅱ 行政コスト計算書 

＜ 経常行政コスト ＞ 

１ 人にかかるコスト 

（１）人件費 

職員等に対して支払われた当該年度の決算額から、当該年度に支払った退職手当

と前年度賞与引当金計上額を除いた金額です。 

（２）退職手当引当金繰入等 

当該年度と前年度の退職手当引当金の差額に、当該年度に支払った退職手当を加

えた金額です。 

（３）賞与引当金繰入額 

貸借対照表に計上した賞与引当金を計上します。 

 

【四條畷市の人にかかるコスト】 

行政サービス提供に係る、「人にかかるコスト」は２９億６，６２３万２千円で、経常

行政コスト全体の１８．１％を占めています。 

性質別に見ると、給料・報酬などの「人件費」が「人にかかるコスト」の大半を占めて

います。 

目的別では、「福祉」、「総務」、「教育」の合計で２２億１，０６３万６千円となり、

「人にかかるコスト」中の７４．５％を占めています。 
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２ 物にかかるコスト 

（１）物件費 

物品購入費や事務事業を民間に委託する金額などです。 

（２）維持補修費 

市が管理する公共施設等の維持管理、補修のための金額などです。 

（３）減価償却費 

有形固定資産（土地を除く）の当該年度の減価償却による価値の減尐分です。 

 

【四條畷市の物にかかるコスト】 

行政サービス提供に係る、「物にかかるコスト」は３２億９，０００万５千円で、経常

行政コスト全体の２０．０％を占めています。 

性質別に見ると、「物件費」が２２億１，４８４万６千円で、「物にかかるコスト」の

中の６７．３％、有形固定資産の価値の減尐分である「減価償却費」が１０億１，２９６

万８千円で３０．８％を占めています。 

目的別では、小・中学校や社会教育施設など有形固定資産を多く抱える「教育」が１１

億５８６万円で「物にかかるコスト」中の３３．６％を占め、次いでごみ収集・処理委託

料などを多額に要する「環境衛生」が７億８，９３４万円で２４．０％となっています。 

 

３ 移転支出的なコスト 

（１）社会保障給付 

法令等に基づき、市が被扶助者に対し給付した金額などです。 

（２）補助金等 

一部事務組合など他の地方公共団体や民間団体に対し、公益活動のために市が交

付した金額などです。 

（３）他会計等への支出額 

特別会計などの他会計に対し支出した繰出金の金額です。 

（４）他団体への公共資産整備補助金等 

普通建設事業費のうち、他団体が市から受けた補助金を財源とし公共資産整備を

行った場合の当該補助金額です。 

 

【四條畷市の移転支出的なコスト】 

行政サービス提供に係る、「移転支出的なコスト」は１００億３，０７０万１千円で、

経常行政コスト全体の６１．２％を占めています。 

項目別に見ると、生活保護費や児童手当などの「社会保障給付」が５５億５，６１０万

１千円で「移転支出的なコスト」の中の５５．４％、次いで下水道事業会計や国民健康保

険特別会計などへの繰出金にあたる「他会計等への支出額」が２７億２，５００万円で２
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７．２％を占めています。 

目的別では、生活保護費、児童手当、国民健康保険特別会計などへの繰出金を要する「福

祉」が７６億４７万７千円で「移転支出的なコスト」の中の７５．８％を占めています。 

 

４ その他のコスト 

（１）支払利息 

地方債や一時借入金にかかる支払利息の金額です。 

（２）回収不能見込計上額 

当該年度と前年度の回収不能見込額の差額に当該年度の不納欠損額を加えた金額

です。 

（３）その他行政コスト 

当該年度と前年度長期未払金・未払金の差額です。 

 

【四條畷市のその他のコスト】 

行政サービス提供に係る、「その他のコスト」は１億８２０万１千円で、経常行政コス

ト全体の０．７％を占めています。 

項目別に見ると、地方債・一時借入金の利息である「支払利息」が２億３，００２万３

千円、都市再生機構が立替施行した田原中学校に対する長期未払金・未払金など「その他

行政コスト」は△１億３，６６９万７千円となっています。 

 

＜ 経常収益 ＞ 

１ 使用料・手数料 

使用料、手数料の金額です。国・府補助金や一般財源等は含まず、受益者負担のみ 

を計上しています。 

 

【四條畷市の使用料・手数料】 

経常収益のうち、「使用料・手数料」は２億３，３２５万５千円で、経常収益全体の４

３．６％を占めています。 

目的別に見ると、公立保育所保育料などを含む「福祉」が７，２９０万６千円で「使用

料・手数料」の中の３１．３％を占め、次いでし尿収集手数料などを含む「環境衛生」が

５，２２７万２千円で２２．４％となっています。 

 

２ 分担金・負担金・寄附金 

分担金、負担金、寄附金の金額です。国・府補助金や一般財源等は含まず、受益者 

負担のみを計上しています。 

【四條畷市の分担金・負担金・寄附金】 
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経常収益のうち、「分担金・負担金・寄附金」は３億１７８万円で、経常収益全体の５

６．４％を占めています。 

目的別に見ると、民間保育所への委託分の保育料などを含む「福祉」が２億９６万４千

円で「分担金・負担金・寄附金」の中の６６．６％と大部分を占めています。 

 

＜ （差引）純経常行政コスト ＞ 

１ 純経常行政コスト 

経常行政コストから経常収益を差引きした金額です。 

 

【四條畷市の純経常行政コスト】 

行政サービスの提供のために要した経費である「経常行政コスト」の合計１６３億９，

５１３万９千円から行政サービスに対して受益者負担により得られた収入である「経常収

益」の合計５億３，５０３万５千円を差引いた１５８億６，０１０万４千円は、受益者負

担で賄うことができない経費である「純経常行政コスト」となります。 

受益者負担で賄うことができない「純経常行政コスト」は市税や地方交付税など歳入で

賄うこととなります。 

 

Ⅲ 純資産変動計算書 

 

１ 期首純資産残高 

前年度末の貸借対照表における純資産残高です。 

 

２ 純経常行政コスト 

行政コスト計算書における純経常行政コストの金額です。 

 

３ 一般財源 

（１）地方税 

当該年度の市税収入額に市税に係る長期延滞債権・未収金として新たに貸借対照

表に計上したものを加えた金額です。 

（２）地方交付税 

当該年度の普通交付税及び特別交付税の金額です。 

（３）その他行政コスト充当財源 

当該年度の地方譲与税、地方消費税交付金などの各種交付金、諸収入などに左記

の項目に係る長期延滞債権・未収金として新たに貸借対照表に計上したものを加え

た金額です。 

【四條畷市の一般財源】 



12 

 

「経常行政コスト」から受益者負担（経常収益）を引いた「純経常行政コスト」１５８

億６，０１０万４千円を１２１億９，５６３万３千円の「一般財源」と４９億３，６１５

万２千円の「補助金等受入・その他一般財源等」で賄っています。 

「一般財源」の内訳は、地方税が６５億５，６１１万７千円、「地方交付税」が３９億

７，１８９万７千円、地方譲与税や各種交付金などの「その他行政コスト充当財源」が１

６億６，７６１万９千円となっています。 

 

４ 補助金等受入 

当該年度の国庫支出金、府支出金を公共資産形成の財源となった金額とそれ以外の金

額に振り分けたものです。 

 

【四條畷市の補助金等受入】 

公共資産形成の財源とした国・府支出金は１億４，０９３万５千円、それ以外は４７億

９，５２１万７千円となっています。 

 

５ 臨時損益 

（１）災害復旧事業費 

災害復旧事業に要した金額です。 

（２）公共資産除売却損益 

公共資産を除売却した場合の帳簿価格と売却額の差額です。 

（３）投資損失 

投資及び出資金の時価又は実質価格が取得原価との比較で３０％以上下落した場

合の差額ですが該当ありません。 

（４）損失補償等引当金繰入等 

履行すべき額が確定していない損失補償債務中、新たに引当金として積み上げた

額等ですが該当ありません。 

 

【四條畷市の臨時損益】 

「臨時損益」では、不用財産売り払いにより発生した売却益の６８万８千円を「公共資

産除売却損益」に計上しています。 

 

６ 科目振替 

（１）公共資産整備への財源投入 

公共資産整備に充てられた財源のうち、国・府支出金を除いた金額です。 

（２）公共資産処分による財源増 

公共資産を除売却した場合、公共資産に充当されていた財源を一般財源に振り替
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えた金額です。 

（３）貸付金・出資金等への財源投入 

基金積立金、貸付金、出資金に充てられた財源のうち、国・府支出金を除いた金

額です。 

（４）貸付金・出資金等の回収等による財源増 

基金の取崩し、貸付金、出資金等の回収において、貸付金、出資金等に充てられ

た財源を一般財源への振り替えた金額です。 

（５）減価償却による財源増 

有形固定資産の減価償却に伴い、有形固定資産に充てられていた財源を一般財源

に振り替えた金額です。 

（６）地方債償還に伴う財源振替 

地方債の償還のための一般財源のうち、公共資産等整備に係る償還部分を公共資

産等整備一般財源に振り替えた金額です。 

 

【四條畷市の科目振替】 

財源として拘束されていなかった一般財源が公共資産の整備や地方債償還の財源として

使用されるため、公共資産等整備一般財源等へ振り替わりました。 

公共資産整備への財源投入は、道路改良などの公共資産整備に投入された一般財源６億

１２８万４千円を計上しています。 

公共資産処分による財源増は、売却可能資産の売払いにより、その他一般財源等が２７

０万４千円増加し、公共資産等整備一般財源等から振り替わりました。 

貸付金・出資金等への財源投入は、将来の公共施設整備に備えるため公共施設整備基金

に積み立てたるなどしたため、翌年度以降に自由に使用できるその他一般財源等が２億５，

６０８万５千円減尐しました。 

貸付金・出資金等の回収等による財源増は、その他一般財源等が４，５６３万４千円増

加し、公共資産等整備一般財源等から振り替わりました。 

減価償却による財源増は、公共資産の減価償却により公共資産整備財源として拘束され

ていた財源が一般財源に振り替わりました。平成２７年度は１０億１，２９６万８千円を

減価償却したことにより、公共資産等整備国府補助金等が２億２，９３０万７千円、公共

資産等整備一般財源等が７億８，３６６万１千円減尐し、その他一般財源等が１０億１，

２９６万８千円増加しています。 

地方債償還等に伴う財源振替は、公共資産整備等の財源として発行された地方債を償還

することにより、公共資産等整備財源のうち地方債により賄われていた部分が一般財源に

替わります。平成２７年度は公共資産等整備の財源として発行していた地方債１１億６６

６万８千円を償還したため、その他一般財源等から公共資産等整備一般財源等へ振り替わ

りました。 
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７ 資産評価替えによる変動額 

売却可能資産を新たに計上した場合や資産の評価替えを行った場合の資産価格の差

額です。 

 

【四條畷市の資産評価替えによる変動額】 

売却可能資産に計上している土地の売却可能価額と取得金額の差額を評価差額とし、前

年度からの評価差額との変動額を計上しています。 

 

８ 無償受贈資産受入 

寄附などの行為により無償で資産を受贈した場合の無償受贈資産の計上額です。 

 

【四條畷市の無償受贈資産受入】 

該当ありません。 

 

Ⅳ 資金収支計算書 

 

１ 経常的収支の部 

経常的に市が行う行政活動に伴う資金収支を表しています。 

（１）支出 

経常的な支出を、人件費、物件費、社会保障給付費、補助金等、支払利息、他会

計等への事務費等充当財源繰出支出、その他支出の区分ごとに計上します。 

（２）収入 

地方税、地方交付税等の区分ごとに「公共資産整備収支の部」、「投資・財務的

収支の部」に計上される金額を除いた額を計上します。 

 

【四條畷市の経常的収支の部】 

平成２７年度の支出合計は、１４７億８，１４５万８千円、収入合計は１８３億２，２

９１万１千円で経常的収支額は３５億４，１４５万３千円となりました。 

支出では、「社会保障給付」が５５億５，６１０万１千円と支出全体の３７．６％を占

め、次いで「人件費」が２８億４，８５９万５千円で１９．３％、「物件費」が２２億１，

４８４万６千円で１５．０％などとなっています。「その他支出」は維持補修費を計上し

ています。 

収入では「地方税」が６５億８，３０７万６千円で収入全体の３５．９％を占め、次い

で「国府補助金等」が４７億９，２０４万６千円で２６．２％、「地方交付税」が３９億

７，１８９万７千円で２１．７％などとなっています。「その他収入」には地方譲与税や

地方消費税交付金等の各種交付金を計上しています。 
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２ 公共資産整備収支の部 

公共資産の整備に伴う資金収支を表しています。 

（１）支出 

他団体等への補助金・負担金も含めた普通建設事業費と繰出金を計上します。 

（２）収入 

普通建設事業の財源となった国・府補助金等、地方債発行額、基金取崩額、その

他収入を計上します。 

 

【四條畷市の公共資産整備収支の部】 

平成２７年度の支出合計は、１２億２，００６万９千円、収入合計は８億２，８３９万

１千円で、差し引き３億９，１６７万８千円の赤字となりました。この赤字額は経常的収

支額の黒字分で補てんしたことになります。 

支出では、道路改良などの「公共資産整備支出」が１２億９１１万９千円で支出全体の

９９．１％、次いで「公共資産整備補助金等支出」が９７２万９千円で０．８％、「他会

計等への建設費充当財源繰出支出」が１２２万１千円で０．１％となっています。 

収入では、「地方債発行額」が５億７，５６０万円で６９．５％、次いで「国府補助金

等」が１億４，４１０万６千円で収入全体の１７．４％を占め、「その他収入」が１億８

６８万５千円で１３．１％となっています。「その他収入」には、普通建設事業に対する

各種法人等からの助成金などを計上しています。 

 

３ 投資・財務的収支の部 

投資活動や地方債の償還等に伴う資金収支を表しています。 

 

（１）支出 

投資及び出資金、貸付金、基金積立額、定額運用基金への繰出支出、他会計等へ

の公債費充当財源繰出支出、地方債償還額、長期未払金支払支出を計上します。 

（２）収入 

地方債償還等の財源となった国・府補助金等、基金取崩額、公共資産等売却収入

などを計上します。 

 

【四條畷市の投資・財務的収支の部】 

平成２７年度の支出合計は、３１億６，６５６万円、収入合計は６４６万６千円で差し

引き３１億６，００９万４千円の赤字となりました。この赤字額は経常的収支額の黒字分

で補てんしたことになります。 

支出では、「地方債償還額」が１７億８，８７８万１千円で支出全体の５６．５％を占

め、次いで「他会計等への公債費充当財源繰出支出」が６億５，５０９万９千円で２０．
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７％、「基金積立額」が５億７，６０１万円で１８．２％などとなっています。 

収入では、「公共資産等売払収入」が３３９万２千円で収入全体の５２．５％を占め、

「その他収入」が３０７万４千円で４７．５％となっています。「その他収入」には、福

祉寄附金、各基金の運用利子を計上しています。 

 

【資金収支計算書から】 

「当年度歳計現金増減額」は、経常的収支の部・公共資産整備収支の部・投資・財務的

収支の部の「収入合計」１９１億５，７７６万８千円から「支出合計」１９１億６，８０

８万７千円を差し引いた１，０３１万９千円の赤字となります。 

「期末歳計現金残高」は、「期首歳計現金残高」に「当年度歳計現金増減額」を加えた

５億１，０９９万６千円となり、歳計現金は前年度から減尐しました。 
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１ 市民一人当たりの資産額と負債額 

 市民一人当たりの額にすることにより、市民のみなさんが実感できる数値となります。 

 

（計算式） 

 市民一人当たり資産額＝資産合計÷住民基本台帳人口（平成28年3月31日時点） 

 市民一人当たり負債額＝負債合計÷住民基本台帳人口（平成28年3月31日時点） 

 

 

 平成27年度 平成26年度 

資産合計(a) 58,837,726千円 57,957,891千円 

負債合計(b) 18,628,086千円 19,020,478千円 

住民基本台帳人口(c) 56,207人 56,455人 

市民一人当たり資産額(a)/(c) 1,047千円 1,027千円 

市民一人当たり負債額(b)/(c) 331千円 337千円 

 

２ 社会資本形成の過去及び現世代負担比率 

社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、純資産による形成割合を見ることによっ

て、これまでの世代（過去及び現世代）によってすでに負担された割合を見ることがで

きます。平均的な値は５０％～９０％の間とされています。 

 

（計算式） 

社会資本形成の過去及び現世代負担比率（％）＝純資産合計÷公共資産合計×100 

 

 

 平成27年度 平成26年度 

純資産合計(a) 40,209,640千円 38,937,413千円 

公共資産合計(b) 54,137,524千円 53,885,725千円 

過去及び現世代負担比率(a)/(b)×100 74.3％ 72.3％ 

 

３ 社会資本形成の将来世代負担比率 

社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、地方債に着目し、将来返済しなければな

らない、今後の世代によって負担する割合を見ることができます。平均的な値は１５％

～４０％の間とされています。 

 

普通会計財務諸表の主な指標 
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（計算式） 

社会資本形成の将来世代負担比率（％）＝地方債残高÷公共資産合計×100 

 

 平成27年度 平成26年度 

地方債残高(a) 16,665,259千円 17,031,988千円 

公共資産合計(b) 54,137,524千円 53,885,725千円 

将来世代負担比率(a)/(b)×100 30.8％ 31.6％ 

 

※「地方債残高」は、固定負債の「地方債」及び「長期未払金（物件の購入等）」、流動

負債の「翌年度償還予定地方債」及び「未払金」のうち物件の購入等に係るものの合計

値を計上。 

 

４ 歳入額対資産比率 

歳入総額に対する資産の比率を算定することにより、形成されたストックである資産

は何年分の歳入が充当されたかを見ることができます。平均的な値は３．０％～７．０％

の間とされています。 

 

（計算式） 

 歳入額対資産比率（％）＝資産合計÷歳入総額 

 

 平成27年度 平成26年度 

資産合計(a) 58,837,726千円 57,957,891千円 

歳入総額(b) 19,679,083千円 19,530,799千円 

歳入額対資産比率(a)/(b) 3.0％ 3.0％ 

 

※歳入総額は、資金収支計算書の収入総額と期首歳計現金残高の合計値を計上。 

 

５ 資産老朽化比率 

有形固定資産のうち、土地以外の償却資産の取得価額に対する減価償却累計額の割合

を計算することにより、耐用年数に比して償却資産の取得からどの程度経過しているか

を全体として把握することができます。平均的な値は３５％～５０％の間とされていま

す。 

 

（計算式） 

 資産老朽化比率（％）＝減価償却累計額÷（有形固定資産合計－土地＋減価償却累計額）

×100 
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 平成27年度 平成26年度 

減価償却累計額(a) 25,960,656千円 24,947,688千円 

有形固定資産合計(b) 53,820,524千円 53,516,583千円 

土地(c) 31,488,335千円 31,360,114千円 

資産老朽化比率(a)/((b)-(c)+(a))×100 53.8％ 53.0％ 

 


